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要旨　本研究では，少子化対策に係る金銭的給付策の一つである不妊治療費助成施策の数値的効果を把握するこ

とと少子化の進行につながる所得以外の心理的要因を探ることを目的とした。本市における結婚要因と夫婦の出

生力要因の要因分解分析と不妊治療費助成施策による本市の出生率への寄与度の分析を行い，既存アンケート調

査により出生率抑制の要因および子育ての負担感に関する市民意識を明らかにした。これらをもとに本市の特徴

をふまえた少子化対策の方向性について提案を行った。

キーワード：少子化，不妊治療，出生率，結婚要因，出生力要因，市民意識，正規雇用

〈１〉宇都宮市における出生率抑制の要因分析に関する調査研究 

　　 ～不妊治療費助成施策の効果と出生率シミュレーション～

市政研究センター　主　事　岸　裕希奈
係　長　小林　俊輔
副主幹　稲村　　武

明治大学政治経済学部　准教授　鎌田　健司

１　はじめに

(1) 研究の背景と目的

　前年度の研究（稲村ほか 2023）では，少子化

に関する因果関係の整理を行い，少子化の進行に

つながる主な要因と考えられるものとして，①正

規雇用女性のキャリア優先，②非正規雇用女性の

負担感，③子育て費用の高額化，④見合い・職場

結婚の減少の４つを挙げた。また，夫婦や男性の

所得に着目し，宇都宮市（以下「本市」という）

における男性の所得と婚姻率について，所得 800

万円までは直線的に婚姻率が増加することを明ら

かにした。一方で，本市における夫婦の所得と子

どもの数の因果関係については，所得以外の要因

が所得増加による促進効果をほぼ同じ大きさで打

ち消していることを分析し，所得以外の要因が解

消されない限り，各種手当などの金銭的給付策は

明確な効果が発揮されない可能性を指摘した。

　そこで本研究では，前年度の研究成果をふまえ，

本市における少子化対策に係る金銭的給付策の数

値的効果を把握し，さらに少子化の進行につなが

る所得以外の要因を探ることを目的とする。

(2) 研究の構成

　本研究ではまず，本市における不妊治療費助成

施策の数値的効果を把握し（２章），出生率におけ

る要因分析とシミュレーションにより，本市の強

み・弱みを分析する（３章）。次に出産・育児に対す

る市民意識について調査し（４章），本市の特徴に

応じた少子化対策施策の提案を行う（５章）。

２　本市における不妊治療費助成施策

　　の数値的効果

(1) 助成事業と取得データの概要

　本章では，少子化対策施策に係る金銭的給付策

の中でも数値的効果が測りやすい不妊治療費助成

事業を選択し，施策の効果を把握する。

　分析に際しては，宇都宮市不妊治療（生殖補助

医療等）支援制度（以下「不妊治療制度」という）

の助成申請データを用いた。不妊治療制度は，令

和４年４月から不妊治療の一部が保険適用となっ

たことに伴い本市独自に創設した事業である。本

研究では，令和４年度から令和５年度までの申請

に基づき，申請時の妻の年齢，治療期間，治療に

よる妊娠の有無などのデータを使用した。
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(2) 合計特殊出生率の算出

　本市において，不妊治療制度利用による出生数

の大きさを把握するため，令和５年の本市全体

の合計特殊出生率および全体のうち不妊治療制

度を利用した場合の合計特殊出生率を算出した

（表１）。なお，不妊治療制度利用による出生数は，

申請データの「妊娠有」の人数に母親の年齢に応

じた流産率を乗じて算出した。流産率は，日本産

科婦人科学会「2022 年体外受精・胚移植等の臨

床実施成績」を参考に，指数関数に近似し，年齢

１歳毎にそれに応じた値を使用した 1。出生時の母

親の年齢（以下「推定出産時妻年齢」という）は，

不妊治療終了日と妊娠判定時期が概ね同時期であ

ることから，不妊治療終了日を妊娠有無の判定日

（妊娠６週～８週にあたるため，中央の７週とす

る）と仮定し，以下のとおり推定出産日および推

定出産時妻年齢を算出した。

 

・　推定出産日 ＝ 妻の治療終了日 ＋ 調整日数

　平均値（217日 2）

1　近似式：

y=0.000019099655080634e0.228602752423434x＋0.149210666566181
x： 年齢，y： 流産率

2　妊娠日数の平均値は 266日であるとされるので，調整日数平

均は 266日－49日＝217日

・　推定出産時妻年齢 ＝ 妻の治療開始時年齢 

　＋ （妻の治療終了日 － 妻の治療開始日 ＋ 

　調整日数平均値（217日））／ 365 日

　本市における令和５年の年齢５歳階級ごとの合

計特殊出生率については，30～ 34歳（0.46）が

最も高く，次いで 25～ 29歳（0.35）と 35～ 39

歳（0.26）は段階的になっている。また，これ

らのうち，不妊治療制度利用による出生率は，35

～ 39 歳（0.0223）と 30 ～ 34 歳（0.0209）が大

部分を占めている。本市においては，令和５年時

点で既に 29歳以下女子人口が段階的に少なくな

っていることをふまえると，今後も一定程度の出

生数を維持していくには，出生率の向上が急務で

ある。

　また，全国の不妊治療による出生率と比較する

と，30～ 39歳の本市不妊治療制度利用による出

生率は約２分の１であり，25～ 29歳についても

30代よりは全国との開きが小さいものの，全国

の水準には及んでいない。今回用いた本市の不妊

治療制度利用による出生率は不妊治療制度の申請

に基づいており，不妊治療を受けたが制度を利用

していない者は把握できていないことには注意が

必要だが，全国との差においてこれらの暗数がす

宇都宮市不妊治療申請データおよび厚生労働省「人口動態調査」，栃木県「栃木県毎月人口調査」，
日本産科婦人科学会「2022 年体外受精・胚移植等の臨床実施成績」から筆者作成

表１　令和５年の本市の合計特殊出生率と不妊治療制度利用による合計特殊出生率表１令和５年の本市の合計特殊出生率と不妊治療制度利用による合計特殊出生率 

 

表４『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の年代別回答割合（複数回答可） 

 20 代（20 代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40 代回答数＝100％） 

１ 教育の金銭的負担（28.21%） 教育の金銭的負担（22.06%） 教育の金銭的負担（18.00%） 

２ 教育以外の金銭的負担（21.15%） 教育以外の金銭的負担（16.73%） 教育以外の金銭的負担（13.06%） 

３ 世の中に対する不安（14.74%） 育児の心理的・肉体的負担（9.13%） 高齢出産のリスク（11.19%） 

４ 育児の心理的・肉体的負担（7.05%） 世の中に対する不安（8.30%） 出産の体力的負担（9.81%）  

 

表５『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋） 

 正規雇用同士の夫婦 正規雇用同士以外の夫婦 

教育の金銭的
負担 

子有り：21／51 人（41.2%） 
子無し：16／36 人（44.4%） 

子有り：87／169 人（51.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

教育以外の金
銭的負担 

子有り：17／51 人（33.3%） 
子無し：13／36 人（36.1%） 

子有り：65／169 人（38.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

仕事との両立 
子有り：8／51 人（15.7%） 
子無し：2／36 人（ 5.6%） 

子有り：16／169 人（ 9.5%） 
子無し： 4／ 17 人（23.5%） 

育児の心理的 
・肉体的負担 

子有り：10／51 人（19.6%） 
子無し： 6／36 人（16.7%） 

子有り：33／169 人（19.5%） 
子無し： 8／ 17 人（47.1%） 

出産の体力的
負担 

子有り： 5／51 人（ 9.8%） 
子無し： 5／36 人（13.9%） 

子有り：18／169 人（10.7%） 
子無し： 1／ 17 人

169 人
17 人

（ 5.9%） 

不妊 
子有り： 5／51 人（ 9.8%） 
子無し： 6／36 人（16.7%） 

子有り： 7／ （ 4.1%） 
子無し： 1／ （ 5.9%） 

 

 

表６『子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気になること」』の年代別回答割合 

 20 代（20 代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40 代回答数＝100％） 

１ 食事や栄養（16.67％） 金銭的負担（10.95％） 子どもの教育（11.78％） 

２ 金銭的負担（11.11％） 子どもとの時間の確保（10.72％） 病気や発育・発達（11.03％） 

３ 病気や発育・発達（11.11％） 食事や栄養（10.48％） 子どもとの時間の確保（10.08％） 

４ 子どもの教育（9.52％） 病気や発育・発達（9.78％） 食事や栄養（9.89％） 

５ 自己実現が不十分（7.94％） 子どもの教育（9.54％） 子どものしつけ（8.54％） 

母の 

年齢階級 

宇都宮市 

女子人口 

出生数 合計特殊出生率 

宇都宮市 
うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
宇都宮市 

全国 

（令和４年） 

うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
全国 

不妊治療によるもの 

（令和４年） (1) (2) (3-1) (3-2) (3-1)/(2)*5 (3-2)/(2)*5 

15～19 11,361  16  0.0  0.0070 0.0085  0.0000 0.0002 
※15 歳以下含む 20～24 10,271  188  0.0  0.0915 0.0921  0.0000 

25～29 11,488  796  16.8  0.3464 0.3483  0.0073 0.0117  

30～34 12,734  1,179  53.2  0.4629 0.4706  0.0209 0.0420  

35～39 15,017  781  67.0  0.2600 0.2722  0.0223 0.0450  

40～44 16,889  218  20.0  0.0645 0.0629  0.0059 0.0160  

45～49 19,731  7  0.0  0.0018 0.0019  0.0000 0.0004  

総計 97,491  3,185  156.9  1.2343 1.2565  0.0564  0.1153  

●市政研究センター研究論文
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べてであるとは考えにくい。本市において不妊治

療そのものに対する認識や治療環境が十分に整っ

ていない可能性が考えられる 3。本市の不妊治療制

度における施策の寄与については，３章で詳述する。

(3) 小括

　本章では，本市における出生率や不妊治療によ

る出生率の実態を年齢別に見た。晩婚化や不妊治

療の保険適用により，一層不妊治療の需要は高ま

っており，こうした需要に対応するためにも不妊

治療制度は今後も重要な施策の一つであると考え

られる。利用者の経済的な負担軽減の支援が引き

続き必要であるとともに，不妊治療は身体的・心

理的にも負担となるため，成果が伴わない利用者

へのケアも実施していく必要がある。

　次章では，本市の出生率の要因分解を行うこと

で，出生率を引き上げるための指針を得るととも

に本市の出生構造の特徴を把握する。

３　本市の出生率における要因分析と

　　シミュレーション

(1) 出生率シミュレーションツールの作成

　合計特殊出生率は，人口学的見地から結婚要因

である女性の年齢別有配偶率の変動と，結婚した

夫婦の出生力である女性の年齢別有配偶出生率の

変動に分解することができる。その上で，(a)全

国の出生率を基準とした場合の各要因の寄与度の

測定，(b)各要因を変化させた場合のシミュレー

ション結果，(c)令和５年の不妊治療制度を利用

した出生数に関するシミュレーション結果につい

て示したい。

　はじめに，合計特殊出生率の人口学的にみた特

徴から見ていこう。合計特殊出生率は，15～ 49

3　橋爪ほか（2022）によると，本市では不妊に対する不安の割

合が全国よりも高いが，治療経験の割合は全国平均とほぼ変わら

ない。

歳の女性の年齢別出生率（年齢別出生数／年齢別

女性人口）を合計することで算出され，女性の年

齢構造の影響を除去した上で，女性が生涯に持つ

子どもの数を示す代表的な人口再生産指標である。

　わが国の合計特殊出生率は1970 年代半ばから

人口を維持するために必要な出生力の水準である

人口置換水準（約 2.1）を持続的に下回る「少子化」

の状態にあるが，年齢別出生率の分布の変化をみ

ると，年齢別出生率の大幅な縮小（カンタム効果）

ならびに年齢別出生率の頂点の年齢が20代から

30代前半へのシフト（タイミング効果・テンポ

効果），年齢別出生率の収束年齢が 30代後半から

40代へのシフト（キャッチアップ効果）が生じ

ることによって少子化状況が進行している。

　さらに，わが国においては，出生数の97～ 98

％が婚姻内で生じることから，合計特殊出生率の

変動を未婚化・晩婚化による結婚要因と結婚後の

夫婦の持つ子ども数の変動の２要因に分けて分析

することができる。

　全国の合計特殊出生率の変化を2012 年まで分

解した結果によれば（岩澤 2015），結婚要因によ

って出生率が低下した分の寄与は約9割と算出

されており，主に未婚化・晩婚化によって少子化

が進行していることが分かる。しかし，地域人口

においては，若年人口の都市部への移動や子育て

層の郊外への移動など，年齢別，配偶関係別人口

の移動によってその影響は様々であり，一律に結

婚要因のみが主要因とは評価できない。そのため，

各要因の寄与を定量的に評価することが求められ

る。その結果，結婚要因，夫婦の出生力要因のど

ちらに対策の比重を置くべきかなど，政策の方向

性についての知見を得ることが可能となる。

　出生率シミュレーションツール（以下「ツール」

という）は上記のような考え方を元に作成を行っ

た（図１）。

　ツールの作成にあたり使用したデータは以下

の通りである。年齢別出生率・年齢別有配偶別

●宇都宮市における出生率抑制の要因分析に関する調査研究～不妊治療費助成施策の効果と出生率シミ ュレーショ ン～
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出生率の算出には，厚生労働省「人口動態調査」

の 2018 ～ 2022 年における女性の年齢別，出生

順位別出生数（５年平均値）4，総務省統計局「令

和２年国勢調査」の参考表：不詳補完結果から

年齢別日本人女性人口，年齢別日本人有配偶女

性人口を用いた。2015-2020 年の純移動率の算出

には，総務省統計局「令和２年国勢調査」の参

考表：不詳補完結果から 2015 年（遡及集計）な

らびに 2020 年の年齢別日本人女性人口を用いた。

過去の年齢別出生率については厚生労働省「人口

動態調査」における全国の年齢別出生率を得た。 

　図１で示されている内容について概要を示す。

レーダーチャートは年齢別出生率を示している。

図中の「標準」は実績値，「仮定」はシミュレー

ション仮定を置いた場合の出生率である。（Ａ）

には本市における「標準」，「仮定」，全国の年齢

別出生率ならびに合計特殊出生率を示している。

（Ｂ）は女性の年齢別有配偶率をパーセントポイ

ントで変化させるための設定，（Ｃ）は女性の年

4　統計法（平成19年法律第53号）第33条第１項の規定に基づき，

調査票情報の提供を受け，その結果を集計した

齢別有配偶出生率を変化させるための設定，（Ｄ）

は各年次の全国の出生率である場合の年齢別出

生率の分布ならびに妻の平均初婚年齢，（Ｅ）は

2015-2020 年の女性の純移動率について，ゼロか

ら 2倍までいくつかの設定が選択できる。

　図１における「仮定」の設定は，「標準」にお

ける合計特殊出生率1.42 に対し，女性の 30-34

歳の有配偶率を10％，女性の 25-29 歳の有配偶

出生率を 10％上昇させた場合のシミュレーショ

ン結果を示しており，仮に現在の出生構造が変わ

らない時に，上記の仮定で実現される合計特殊出

生率は 1.70 と評価できる。なお，上記において

有配偶率のみを上昇させた場合は 1.51，有配偶

出生率のみを上昇させた場合は 1.61 である。

(2) 現状分析

　さて，本市の 2020 年における出生構造につい

て，全国と比較した場合の結婚要因と夫婦出生力

要因の寄与度を分析してみよう。

　人口学的要因分解については，前述の岩澤

（2015）とは異なる，伝統的な要因分解法を用い

図１　出生率シミュレーションツールの概要　

（注）図中の「標準」は女性の年齢別出生率の実績値（合計特殊出生率 1.42），「仮定」は女性の 30-34 歳の有配偶率を 10％，

女性の 25-29 歳の有配偶出生率を 10％上昇させた場合のシミュレーション結果（同 1.70）を示している。

●市政研究センター研究論文
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ている。要因分解の概要は以下の通りである。

　ここで，TFRj=本市 jの合計特殊出生率，

TFRJ=全国の合計特殊出生率，Fj(a,b)=本市 jの
a~a+4の歳の有配偶女性の第 b子出生率，Mj(a)=

本市 jの a~a+4歳の女性の有配偶率，FJ(a)=

全国の a~a+4歳の有配偶女性の第 b子出生率，

MJ(a)=全国の a~a+4歳の女性の有配偶率，a=15
〜 45歳，b=第1〜 3子

　上記の要因分解法によって，全国の合計特殊出

生率を基準とした場合の本市の分析を行った結果

が表２である。

　この表には，結婚要因である女性の 20-24 歳

から 35-39 歳までの年齢階層別有配偶率の寄与

度ならびに夫婦の出生力要因として第１子から第

３子までの出生順位別有配偶出生率の寄与度を示

している。

　全国（2020 年）と 2018 ～ 2022 年の出生数（５

年平均値）を用いた本市の差は 0.10，結婚要因

が 0.15，夫婦の出生力要因が -0.05 である。す

なわち，本市は全国に比べて女性の有配偶率が高

いことが出生率の高さにプラスの寄与を示してい

るが，有配偶出生率はマイナスの寄与であり，結

婚している女性は全国に比べて多いにも関わらず，

結婚後の夫婦の子どもの持ち方は低い水準である

ということがわかる。

　さらに，年齢階層別，出生順位別に分解して

みると（表２），女性の有配偶率の寄与は全体的

にプラスであり，特に 25-29 歳の寄与度が大き

い。一方で年齢階層別有配偶出生率は（未掲載），

15-19 歳から 45-49 歳に至るまでマイナスの寄与

度であり，特に 20代前半のマイナスの寄与が大

きい。

　有配偶出生率について出生順位別にみると（表

２），第１子はプラスの寄与度（0.002）であるが，

第２子以降はマイナスであり，特に第３子のマイ

ナスの寄与度が大きい（-0.02）。ただし，出生

順位別寄与度の解釈は少し注意が必要である。各

出生順位別出生数の分母は年齢別女性の有配偶人

口となるため，第１子を持つ人が第２子を持つ割

（注）表中の「標準」は実績値，「仮定」は女性の 30-34 歳の有

配偶率を 10％，女性の 25-29 歳の有配偶出生率を 10％上昇させ

た場合の，全国を基準とした場合の要因分解結果

表２　全国の出生構造を基準とした本市の合計特殊出

生率の要因分解結果　
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合といったパリティ拡大率 5 のような厳密な指標

ではなく，有配偶人口に占める割合を分解してい

るため，第１子の寄与度が高い場合，第２子以降

が低下するなどトレードオフ関係にある。

　都市部においては，平均初婚年齢が高く，多子

を持つ夫婦が相対的に少ないため，第１子がプラ

スの寄与度であり，第３子以降がマイナスの寄与

度となるといった傾向がみられ，その意味で本市

は同様の傾向として解釈することができる。しか

し，そのような構造があると理解できるとしても，

第１子のプラスの寄与度があまりにも小さく，第

２子のマイナスの寄与度が大きいなど，夫婦の出

生力には課題が残るものと評価できる。更なる出

生力の上昇のためには，夫婦の出生力向上にター

ゲットを絞った上で，子育て支援を中心とした，

子どもを安心して産み育てる環境の整備の更なる

拡充の必要性が求められる。

(3) 不妊治療制度における施策の寄与

　全国的に未婚化・晩婚化が進展しており，30

代での出生が増えている中で，不妊の心配や実際

に不妊治療を受ける夫婦は増えてきている（国立

社会保障・人口問題研究所 2023）6。本節では，本

市の令和５年のデータから，不妊治療が増加した

場合の合計特殊出生率への影響に関する分析を行

ってみよう。

　表３には令和５年における本市の合計特殊出生

率の実績値 1.234，不妊治療制度利用による出生

数を除いて算出した値 1.178，不妊治療制度利用

による出生数を用いた値 0.056，不妊治療制度利

用による出生数が２倍（100％増加）した場合に

想定されるシミュレーション結果1.291 を示し

5　既往出生児数別の人口をパリティ別人口といい、パリティiの

人口がパリティ(i+1)の人口へと移行する比率をパリティ拡大率と

いう。例えば、第1子を生んだ女性人口のうち第2子を生んだ女

性人口の割合をパリティ1から2への拡大率という。（人口学研究

会 2010)

6　不妊の検査・治療を受けたことのある夫婦は第15調査（2015

年実施）の18.2％から22.7％に増加した。

ている。

　不妊治療制度の利用者は30代後半以上の妊娠

確率が低くなってからの利用が多く，受胎確率，

出産確率が低い状態で高額な費用を要するため，

出生率を押し上げる効果は決して高くない。しか

し，これだけ晩婚化が進展する中で，子どもが欲

しい夫婦に対する支援という意味では，行政が行

い得る数少ない直接的な出生促進施策であり，今

回のデータでは把握することができない制度を利

用しない場合の暗数も含めて，無視することがで

きない水準に達しているといえる。

　女性の妊孕力が30代半ばから急速に低下する

生物学的な要因 7 や，仕事をしながら出産・育児

が可能な職場環境や行政の制度の認知・利用を含

めて若いうちから将来のライフプランや健康に対

する理解が深まることが必要であり，プレコンセ

プションケアなど，早期の健康状態の把握や企業

との連携を含めた取組などが求められる。

 

(4) 小括

　本市の出生構造を明らかにするためのシミュレ

ーションツールの作成・分析を行った。その結

7　日本産科婦人科学会「2022 年体外受精・胚移植等の臨床実

施成績」によると，妊娠率／総治療は 35歳で 26.2％，40歳で

16.8％ , 流産率は 35歳で 21.5％，40歳で 32.6％。

表３　令和５年における不妊治療制度利用による合計

特殊出生率とシミュレーション

（注）表中の「令和 5 年」は実績値（合計特殊出生率 1.234），「不

妊治療無し」は不妊治療制度利用による出生数を除いて算出した

結果（同 1.178），「不妊治療分」は不妊治療制度利用による出生

数を用いた算出結果（同 0.056），「不妊治療増加仮定」は，不妊

治療制度利用による出生数が2 倍（100％増加）した場合に想定

されるシミュレーション結果（同 1.291）

●市政研究センター研究論文
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果，結婚要因は堅調であるが，夫婦の出生力は全

国と比較して低い状態にあり，市内に居住する夫

婦に対する支援の必要性が浮き彫りとなった。特

に 20代での有配偶率の寄与は高いものの，有配

偶出生率は低いなど全体的に有配偶出生率要因の

低さが際立っている。また，市内で結婚した夫婦

が市外へどの程度移動しているのか，市外に転出

した夫婦と市内で結婚している夫婦の子どもの持

ち方に違いがあるのか，といった人口移動の影響

も考えられるが，その評価については今後の課題

としたい。

　全国的に晩婚化が進む中で，不妊治療制度を利

用した出生数による出生率への影響は，保険適用

の影響を受けて増してきている。本市でも 20代

後半など比較的若い層での利用もあり，制度の認

知・利用が進んでいる可能性がある。子育て支援

の更なる拡充も含めて，仕事を継続しながら出産・

育児が可能な体制の整備や若い世代に対する健康

やライフプランに関する認知の向上についてさら

なる取組が求められるであろう。

４　心理的要因等に基づく市民意識の

　　調査分析

(1) 分析の概要・方法

　３章までの結果から，合計特殊出生率を結婚要

因と夫婦出生力要因に分解した際，本市において

は夫婦の出生力要因，すなわち有配偶出生率が低

い水準であることが分かった。

　そこで本章では，出生率抑制の要因を探るべく，

市民意識の実態を明らかにする。

　分析に際しては，市民を対象として本市が実施

したアンケート調査 を用いた。当該調査の設問

のうち本研究では，「『予定の子どもの数』が『理

想の子どもの数』より少ない理由」，「子育てに

関して『日頃悩んでいること』，『気になること』」

の２項目を用いた。

(2)「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」

　より少ない理由

　表４に，「『予定の子どもの数』が『理想の子ど

もの数』より少ない理由」の年代別集計結果のう

ち，上位４項目を示した。

　20～40代のすべての年代において，「金銭的負

担」が上位を占めていることに加えて，20～30代は，

「育児の心理的・肉体的負担」の回答割合が大き

い。また，「世の中に対する不安」感を持つ傾向がみ

られる。一方で，40代では金銭的負担に次いで「高

齢出産のリスク」や「出産の体力的負担」，「不妊」9 

などの加齢による負担および不安に関する回答割

表４『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の年代別回答割合（複数回答可）

表１令和５年の本市の合計特殊出生率と不妊治療制度利用による合計特殊出生率 

 

表４『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の年代別回答割合（複数回答可） 

 20 代（20代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40代回答数＝100％） 

１ 教育の金銭的負担（28.21%） 教育の金銭的負担（22.06%） 教育の金銭的負担（18.00%） 

２ 教育以外の金銭的負担（21.15%） 教育以外の金銭的負担（16.73%） 教育以外の金銭的負担（13.06%） 

３ 世の中に対する不安（14.74%） 育児の心理的・肉体的負担（9.13%） 高齢出産のリスク（11.19%） 

４ 育児の心理的・肉体的負担（7.05%） 世の中に対する不安（8.30%） 出産の体力的負担（9.81%）  

 

表５『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋） 

 正規雇用同士の夫婦 正規雇用同士以外の夫婦 

教育の金銭的
負担 

子有り：21／51 人（41.2%） 
子無し：16／36 人（44.4%） 

子有り：87／169 人（51.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

教育以外の金
銭的負担 

子有り：17／51 人（33.3%） 
子無し：13／36 人（36.1%） 

子有り：65／169 人（38.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

仕事との両立 
子有り：8／51人（15.7%） 
子無し：2／36人（ 5.6%） 

子有り：16／169 人（ 9.5%） 
子無し： 4／ 17 人（23.5%） 

育児の心理的 子有り：10／51 人（19.6%） 子有り：33／169 人（19.5%） 

母の 

年齢階級 

宇都宮市 

女子人口 

出生数 合計特殊出生率 

宇都宮市 
うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
宇都宮市 

全国 

（令和４年） 

うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
全国 

不妊治療によるもの 

（令和４年） (1) (2) (3-1) (3-2) (3-1)/(2)*5 (3-2)/(2)*5 

15～19 11,361  16  0.0  0.0070 0.0085  0.0000 0.0002 
※15 歳以下含む 20～24 10,271  188  0.0  0.0915 0.0921  0.0000 

25～29 11,488  796  16.8  0.3464 0.3483  0.0073 0.0117  

30～34 12,734  1,179  53.2  0.4629 0.4706  0.0209 0.0420  

35～39 15,017  781  67.0  0.2600 0.2722  0.0223 0.0450  

40～44 16,889  218  20.0  0.0645 0.0629  0.0059 0.0160  

45～49 19,731  7  0.0  0.0018 0.0019  0.0000 0.0004  

総計 97,491  3,185  156.9  1.2343 1.2565  0.0564  0.1153  

アンケートから筆者作成

8

8　当該アンケート調査は，2023年の10月〜12月，子ども政策

課によって，未就学児から高校生およびその保護者と19〜39 歳

の世帯に対して無作為抽出により選ばれた対象者14,400人に対し

て実施されたものである。本研究で分析に使用したのは，未就学

児・小学生の保護者及び 19〜39歳世帯の回答（回答数 1,347）。

回答者属性は男性 26.3％，女性 71.0％，その他 2.7％

9　40 代での回答割合で５位の項目（6.23％）
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23
市政研究う つのみや　 第21号

2025 .3

合が大きいことから，晩婚化・晩産化の影響が表れ

ていることが考えられる。

　ここで，晩婚化・晩産化という点において，昨

年度の研究（稲村ほか 2023）の整理によると，

正規雇用女性のキャリア優先による妊娠・出産の

先送りが要因の一つになっている可能性があるこ

とから，正規雇用同士の夫婦と正規雇用同士以外

の夫婦に分けて 20～ 30代女性の回答を抽出し，

集計した結果を表５に示した。正規雇用同士の夫

婦とそれ以外の夫婦の回答を比較した時，正規雇

用同士の夫婦は，「仕事との両立」や，「出産の体

力的負担」，「不妊」の回答が多いことから，キャ

リア優先による妊娠・出産の先送りや，その結果，

加齢による高齢出産や不妊につながっている可能

性が示された。また，正規雇用同士以外の夫婦に

ついては，「金銭的負担」が正規雇用同士の夫婦

より割合が大きいことが分かる。さらに，無子夫

婦において，「仕事との両立」や「育児の心理的・

肉体的負担」の割合が高くなっていることから，

育児負担や世の中への不安など漠然とした不安感

が子を持つことへの障壁になっている可能性が考

えられる。

(3) 子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気

　になること」

　次に，子育てにおける心理的・肉体的負担の詳

細について，子育てに対する市民意識を見ていく。

表６に，「子育てに関して『日頃悩んでいること』，

『気になること』」の年代別集計結果のうち，上位

５項目を示した。

　どの年代においても「食事や栄養」，「病気や発

育・発達」に関する悩みがある一方で，20～ 30

代は「金銭的負担」に不安を感じている割合が大

きい。加えて，20代においては「自己実現が不

十分」が５位に表れている。30～ 40 代では「子

どもとの時間の確保」が悩みであり，仕事と子育

ての両立に課題があるように感じられる。また，

40代になると，子どもの成長に伴い，主に教育

面に関する悩みが上位となる。年代による悩みの

違いは，子どもが小さい時には目を離せない時間

が多く，就学後などは時間的余裕が出て仕事の時

間を増やしているケースなど，子どもの成長段階

による悩みの変化であると捉えられる。

表５　『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」

より少ない理由』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋）

表６　『子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気になること」』の年代別回答割合

表１令和５年の本市の合計特殊出生率と不妊治療制度利用による合計特殊出生率 

 

表４『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の年代別回答割合（複数回答可） 

 20 代（20 代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40 代回答数＝100％） 

１ 教育の金銭的負担（28.21%） 教育の金銭的負担（22.06%） 教育の金銭的負担（18.00%） 

２ 教育以外の金銭的負担（21.15%） 教育以外の金銭的負担（16.73%） 教育以外の金銭的負担（13.06%） 

３ 世の中に対する不安（14.74%） 育児の心理的・肉体的負担（9.13%） 高齢出産のリスク（11.19%） 

４ 育児の心理的・肉体的負担（7.05%） 世の中に対する不安（8.30%） 出産の体力的負担（9.81%）  

 

表５『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋） 

 正規雇用同士の夫婦 正規雇用同士以外の夫婦 

教育の金銭的
負担 

子有り：21／51人（41.2%） 
子無し：16／36人（44.4%） 

子有り：87／169 人（51.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

教育以外の金
銭的負担 

子有り：17／51人（33.3%） 
子無し：13／36人（36.1%） 

子有り：65／169 人（38.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

仕事との両立 
子有り：8／51人（15.7%） 
子無し：2／36人（ 5.6%） 

子有り：16／169 人（ 9.5%） 
子無し： 4／ 17 人（23.5%） 

育児の心理的 
・肉体的負担 

子有り：10／51人（19.6%） 
子無し： 6／36人（16.7%） 

子有り：33／169 人（19.5%） 
子無し： 8／ 17 人（47.1%） 

出産の体力的
負担 

子有り： 5／51人（ 9.8%） 
子無し： 5／36 人（13.9%） 

子有り：18／169 人（10.7%） 
子無し： 1／ 17 人

169 人
17 人

（ 5.9%） 

不妊 
子有り： 5／51 人（ 9.8%） 
子無し： 6／36 人（16.7%） 

子有り： 7／ （ 4.1%） 
子無し： 1／ （ 5.9%） 

 

 

表６『子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気になること」』の年代別回答割合 

 20 代（20 代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40 代回答数＝100％） 

１ 食事や栄養（16.67％） 金銭的負担（10.95％） 子どもの教育（11.78％） 

２ 金銭的負担（11.11％） 子どもとの時間の確保（10.72％） 病気や発育・発達（11.03％） 

３ 病気や発育・発達（11.11％） 食事や栄養（10.48％） 子どもとの時間の確保（10.08％） 

４ 子どもの教育（9.52％） 病気や発育・発達（9.78％） 食事や栄養（9.89％） 

５ 自己実現が不十分（7.94％） 子どもの教育（9.54％） 子どものしつけ（8.54％） 

母の 

年齢階級 

宇都宮市 

女子人口 

出生数 合計特殊出生率 

宇都宮市 
うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
宇都宮市 

全国 

（令和４年） 

うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
全国 

不妊治療によるもの 

（令和４年） (1) (2) (3-1) (3-2) (3-1)/(2)*5 (3-2)/(2)*5 

15～19 11,361  16  0.0  0.0070 0.0085  0.0000 0.0002 
※15 歳以下含む 20～24 10,271  188  0.0  0.0915 0.0921  0.0000 

25～29 11,488  796  16.8  0.3464 0.3483  0.0073 0.0117  

30～34 12,734  1,179  53.2  0.4629 0.4706  0.0209 0.0420  

35～39 15,017  781  67.0  0.2600 0.2722  0.0223 0.0450  

40～44 16,889  218  20.0  0.0645 0.0629  0.0059 0.0160  

45～49 19,731  7  0.0  0.0018 0.0019  0.0000 0.0004  

総計 97,491  3,185  156.9  1.2343 1.2565  0.0564  0.1153  

表１令和５年の本市の合計特殊出生率と不妊治療制度利用による合計特殊出生率 

 

表４『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の年代別回答割合（複数回答可） 

 20 代（20 代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40 代回答数＝100％） 

１ 教育の金銭的負担（28.21%） 教育の金銭的負担（22.06%） 教育の金銭的負担（18.00%） 

２ 教育以外の金銭的負担（21.15%） 教育以外の金銭的負担（16.73%） 教育以外の金銭的負担（13.06%） 

３ 世の中に対する不安（14.74%） 育児の心理的・肉体的負担（9.13%） 高齢出産のリスク（11.19%） 

４ 育児の心理的・肉体的負担（7.05%） 世の中に対する不安（8.30%） 出産の体力的負担（9.81%）  

 

表５『「予定の子どもの数」が「理想の子どもの数」より少ない理由』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋） 

 正規雇用同士の夫婦 正規雇用同士以外の夫婦 

教育の金銭的
負担 

子有り：21／51 人（41.2%） 
子無し：16／36 人（44.4%） 

子有り：87／169 人（51.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

教育以外の金
銭的負担 

子有り：17／51 人（33.3%） 
子無し：13／36 人（36.1%） 

子有り：65／169 人（38.5%） 
子無し： 9／ 17 人（52.9%） 

仕事との両立 
子有り：8／51 人（15.7%） 
子無し：2／36 人（ 5.6%） 

子有り：16／169 人（ 9.5%） 
子無し： 4／ 17 人（23.5%） 

育児の心理的 
・肉体的負担 

子有り：10／51 人（19.6%） 
子無し： 6／36 人（16.7%） 

子有り：33／169 人（19.5%） 
子無し： 8／ 17 人（47.1%） 

出産の体力的
負担 

子有り： 5／51 人（ 9.8%） 
子無し： 5／36 人（13.9%） 

子有り：18／169 人（10.7%） 
子無し： 1／ 17 人

169 人
17 人

（ 5.9%） 

不妊 
子有り： 5／51 人（ 9.8%） 
子無し： 6／36 人（16.7%） 

子有り： 7／ （ 4.1%） 
子無し： 1／ （ 5.9%） 

 

 

表６『子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気になること」』の年代別回答割合 

 20 代（20 代回答数＝100％） 30 代（30 代回答数＝100％） 40 代（40 代回答数＝100％） 

１ 食事や栄養（16.67％） 金銭的負担（10.95％） 子どもの教育（11.78％） 

２ 金銭的負担（11.11％） 子どもとの時間の確保（10.72％） 病気や発育・発達（11.03％） 

３ 病気や発育・発達（11.11％） 食事や栄養（10.48％） 子どもとの時間の確保（10.08％） 

４ 子どもの教育（9.52％） 病気や発育・発達（9.78％） 食事や栄養（9.89％） 

５ 自己実現が不十分（7.94％） 子どもの教育（9.54％） 子どものしつけ（8.54％） 

母の 

年齢階級 

宇都宮市 

女子人口 

出生数 合計特殊出生率 

宇都宮市 
うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
宇都宮市 

全国 

（令和４年） 

うち宇都宮市不妊治療

制度利用によるもの 
全国 

不妊治療によるもの 

（令和４年） (1) (2) (3-1) (3-2) (3-1)/(2)*5 (3-2)/(2)*5 

15～19 11,361  16  0.0  0.0070 0.0085  0.0000 0.0002 
※15 歳以下含む 20～24 10,271  188  0.0  0.0915 0.0921  0.0000 

25～29 11,488  796  16.8  0.3464 0.3483  0.0073 0.0117  

30～34 12,734  1,179  53.2  0.4629 0.4706  0.0209 0.0420  

35～39 15,017  781  67.0  0.2600 0.2722  0.0223 0.0450  

40～44 16,889  218  20.0  0.0645 0.0629  0.0059 0.0160  

45～49 19,731  7  0.0  0.0018 0.0019  0.0000 0.0004  

総計 97,491  3,185  156.9  1.2343 1.2565  0.0564  0.1153  

アンケートから筆者作成

アンケートから筆者作成
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　次に，雇用形態別に比較して見ていく（表７）。

　正規雇用同士の夫婦においては「子どもとの時

間の確保」が正規雇用同士以外の夫婦と比較して

回答割合が高いことから，共働き世帯の仕事と子

育ての両立が課題である。また，「子どもの教育」

については，子育て教育における競争激化や費用

高額化を背景に，高学歴女性特有の悩みとして表

れている可能性がある（稲村ほか 2023）。

　正規雇用同士以外の夫婦については，「自己実

現が不十分」や「話し相手や相談相手」の回答割

合が正規雇用同士の夫婦と比較して大きくなって

いることから，生活の中で子育てが優先されてい

ることにより，仕事または仕事以外の場面におけ

る社会とのつながりや自己実現の機会が求められ

ていることが伺える。また，「金銭的負担」も 30

％以上の回答割合となっており，正規雇用同士の

夫婦より経済的負担感が大きいと考えられる。

(4) 小括

　本章では，市民意識の視点から，本市における

出生率抑制の要因と子育て負担感の所在を探った。

　子どもの数については，どの年代においても費

用面での負担感を持っていることが示された。ま

た，前章で不妊治療制度利用者は30代が大半を

占めていたが，一般的に多くの夫婦は出産に対す

る意識として，40代に近づいて初めて，不妊が

大きな理由となることが分かった。また，20～

30 代の特に正規雇用女性において，仕事への影

響を考慮して妊娠・出産を先送りにしている場合，

加齢により高齢出産や不妊につながる可能性があ

り，若いうちから 30代後半以降での妊娠・出産

に対するリスク等をしっかり認識してもらう必要

がある。子育てに対する負担感の内容については，

金銭的負担に加えて，特に正規雇用同士の夫婦に

おいて仕事と家事・育児との両立に課題があるこ

とや，特に正規雇用同士以外の夫婦において子育

てをしながら社会とのつながりや自己実現の機会

を求めていることが分かった。

　次章では，これらの結果をもとに本市が目指す

べき少子化対策について考察する。

５　政策提案

　本研究では，人口学的要因分解により出生率に

おける本市の特徴と，不妊治療データによる施策

の寄与度について把握した。さらに，既存アンケ

ート調査により出生率抑制の要因および子育ての

負担感に関する市民意識について整理した。

　本章では，本市の人口学的特徴および市民意識

をふまえて，少子化対策として更なる出生率上昇

のため，夫婦の出生力向上の観点から，出産・子

育ての意識醸成と子どもを安心して産み育てる環

境の整備について提案する。

(1) 出産・子育ての意識醸成「プレコンセプショ

ンケア」

　本研究では，少子化対策施策の中でも不妊治療

に着目したが，結婚後の夫婦において，子を持ち

たいと望んでいるものの，仕事への影響を考慮し

て妊娠・出産を先送りにしていたり，妊娠を望ん

だ時には妊娠しにくい健康状態であったりなどの

状況によって，最終的に理想とする子どもの数を

持てない場合が想定される。そういった事態を避

けるため，不妊治療が必要となる前の段階から男

表７　『子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気に

なること」 』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋） 

表７『子育てに関して「日頃悩んでいること」，「気になること」 』の雇用形態別女性の回答割合（抜粋） 

 正規雇用同士の夫婦 正規雇用同士以外の夫婦 

子どもとの時間
の確保 

20／51 人（39.22%） 39／169 人（23.08%） 

話し相手や相談
相手 

3／51 人（ 5.88%） 19／169 人（11.24%） 

自己実現が 
不十分 

12／51 人（23.53%） 45／169 人（26.63%） 

子どもの教育 16／51 人（31.37%） 40／169 人（23.67%） 

金銭的負担 13／51 人（25.49%） 55／169 人（32.45%） 

 

アンケートから筆者作成
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女ともにヘルスケアや妊娠・出産についての正し

い知識を身に着けるプレコンセプションケアの推

進が重要だと考える。

　プレコンセプションケアについては，「成育医

療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する

基本的な方針（改定）」10 において，「男女ともに

性や妊娠に関する正しい知識を身に付け，健康管

理を行うよう促すプレコンセプションケアを推進

する」とされている。具体的には，妊娠・出産に

対してより当事者意識を持ちやすい20代からの

働く男女を対象とし，ヘルスケアを通してキャリ

ア形成とライフプランについて考える機会の創出

が挙げられる。仕事を継続しながらの出産・育児

について理解を深め，将来に向けての準備を促す。

また，プレコンセプションケアは，会社員に対す

る職場検診の導入など，企業主体で実施すること

も可能な施策であり，企業との連携も重要である。

　さらに，本市における不妊治療制度には利用拡

大の余地があり，不妊治療が必要な人に，より確

実に支援が届くよう，潜在的なニーズの顕在化も

含め，不妊治療に関する情報周知および治療環境

の整備をさらに推し進めていく。

(2) 子どもを安心して産み育てる環境の整備「社

会包括的子育て支援」

　本研究では，正規雇用同士の夫婦だけでなく，

それ以外の夫婦や，子を持たない夫婦においても

子育てに対する負担感を感じていることが分かっ

た。そういった負担感を軽減するには，経済的，

心理的，社会的側面など，あらゆる方面からの支

援が必要であり，誰もが安心して子育てができる

よう，将来への不安感を取り除く取組や社会全体

で子どもを育てる環境づくりが求められる。これ

らの支援を提供していくに当たっては，市民の年

代やライフコースに合わせて施策を実施すること

10　令和 5年 3月22日閣議決定

が重要であると考える。20・30 代においては時

間的拘束や金銭面などの子育て環境に関する負担

の軽減が必要であることから，正規雇用同士の夫

婦には，出産・育児がキャリアに影響しない人事

評価制度 11の働きかけ等による労働環境の整備が

挙げられ，正規雇用同士以外の夫婦に対しては，

保育費の軽減や住宅補助の拡充などの経済支援の

充実に加えて，子育て親の交流機会の拡充や社会

貢献機会の創出などが考えられる。また，仕事と

子育ての両立を前提とした柔軟な働き方（リモー

トワーク，フレックスタイム，子連れ出勤）の更

なる推進や，出産育児休暇の取得，男性の家事育

児参加の意識醸成
12
などについては雇用形態によ

らずに取り組むことで夫婦の子育て負担軽減につ

ながる。40代以降においては，子育ての質向上

のための支援が求められることから，子どもの成

長や教育に関する不安を軽減するため，自治体の

支援サービス等の情報に触れる機会を増やしてい

くことが考えられる。このような取組をプレコン

セプションケアと両輪で遂行していくことで，よ

り効果を発揮できるのではないだろうか。

６　おわりに

　少子化対策を講じるにあたり，本市では 20代

の有配偶出生率寄与度が特に小さいことから，20

代の出生力を向上させることが，本市における少

子化対策に効果をもたらすと考えられる。就職，

結婚，子育てなどのライフイベントがより身近に

なる 20代において出生力の向上を図るには，ラ

イフプランについて考えるうえで，安心して子ど

もを産み育てながら，そのうえで，自分自身も今

まで（子どもを産む前）と変わらない生活（人

生）を送れる社会の実現が求められる。本研究で

11　Yoko Okuyamaほか（2024）では，男女の賃金格差の主因と

なる業績評価は労働時間に依存していると指摘した。

12　厚生労働省「都道府県別の女性の就業状況等について」によ

ると，性別役割意識を持つ割合で栃木県は47.8％（38 位）。

●市政研究センター研究論文
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は，雇用形態におけるライフコースの違いの観点

から行政や企業の取組について言及したが，その

土台には，日常生活における地域コミュニティの

力が必要不可欠である。誰もが安心して子どもを

産み育てられる社会の実現に向けては，行政，企

業，地域が一体となり，社会全体で取り組んでい

くことが重要な視点となるだろう。

　結婚や出産・子育ては個人や家庭内の悩みにな

りがちであるが，社会全体の悩みとして，様々な

ステークホルダーが関わりあって「人とのつなが

り」を広げる「きっかけづくり」が行政としての

役割の一つではないだろうか。
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